
[bookmark: _Hlk188353181]美しい森林づくり推進事業にかかる寄附金の取扱い要領

　（趣　旨）
第１条　美しい森林づくり推進事業 運営規程第１条の趣旨に賛同し「森林の再生」を支援するために公益社団法人静岡県林業会議所（以下「林業会議所」という。）に対して行う寄附金について必要な事項を定めるものとする。

　（寄附金額の目安）
第２条　個人、団体及び事業者等（以下「事業賛同者等」という。）は寄附を行おうとするときは、寄附金の使途を明らかにするため、原則として寄附申出書（様式１）により申し出を行うものとし、その額は事業賛同者等が自ら定める任意の額とする。
２　一般の事業者等が寄附を行おうとするときは、当該年度において一口当たり10万円を目安とすることができる。
３　営業を目的として木材を取り扱う事業者等が寄附を行おうとするときは、当該事業者等が１年間に取り扱う木材の数量に一定の金額を乗じて算出した額を目安とすることができる。
（1） 「取り扱う木材の数量」については当該事業者が自ら把握するものとする。
（2） 「一定の金額」については当該事業者が林業会議所と協議して定めるものとする。

　（寄附にかかる協定等）
[bookmark: _Hlk188352369]第３条　寄附が前条第２項又は第３項に該当するときは、当該事業者等と林業会議所の間で「美しい森林づくり推進事業への協力に関する寄附協定書（様式第2号）」を締結するものとする。

　（寄附金の請求）
第４条　林業会議所は第２条第１項の寄附申出書及び前条の協定書に基づき寄附金を請求（様式第3号）することができる。
　
（受領書の交付）
第５条　林業会議所は前条の寄附金を受領したときは、受領書（様式第4号）を交付するものとする。

　（事業実施の報告）
第６条　林業会議所は、毎年度終了後、「美しい森林づくり推進事業実施報告書（様式第5号）」を作成するものとする。

２　林業会議所は、第３条の協定を締結した事業者等に前項の報告書を送付するものとする。

　（その他）
第７条　この取扱い要領で定める事項のほか、当該寄附金の適切な受領・活用等に関し必要な事項については管理・運営委員会の意見を踏まえ理事会が定める。

附　則
　この要領は、令和７年４月1日から施行する。
　この要領は、令和７年５月２９日から施行する。


（様式第1号）



寄附金申出書





公益社団法人静岡県林業会議所
代表理事会頭　　　　　　　　　　様



金　　　　,　　　　円也　（納付時期：　　　　　　　　）

貴法人が実施する「美しい森林づくり推進事業」の実施にかかる寄附金として、上記のとおり寄附いたします。





令和　　年　　月　　日

（住所）

（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　








（様式第2号）


美しい森林づくり推進事業への協力に関する寄附協定書

　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と公益社団法人静岡県林業会議所は、静岡県内の森林資源の保全・循環利用を推進するため、美しい森林づくり推進事業 運営規程（以下「運営規程」という。）及び同推進事業にかかる寄附金の取扱い要領（以下「取扱い要領」という。）に基づき、次のとおり寄附金にかかる協定を締結する。

　（目　的）
第１条　本協定は、美しい森林づくり推進事業にかかる寄附金について、必要な事項を定めるものとする。

　（寄附金の納付）
第２条　甲は、美しい森林づくり推進事業の実施にかかる寄附金について、次表に定めるとおり乙に納付するものとする。
	寄附金額（年額）
	納付時期

	
	



　（寄附金の使途等）
第３条　乙は甲が納付した寄附金について、運営規程第3条に基づき適正に活用、管理するものとする。

　（有効期間）
第４条　この協定の有効期間は３年間とする。ただし、協定期間満了の３ヶ月前までに甲又は乙から文書による申し出がない場合は、協定期間を１年延長するものとし、以降も同様とする。

　（補　則）
第５条　この協定書に定めのない事項又は各条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。

　この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有するものとする。

　令和　年　月　日
甲　所在地
　　氏名及び代表者名　　 　　　　　　　　　　　　印



乙　静岡県葵区追手町９番６号
　　公益社団法人静岡県林業会議所
代表理事会頭　　　　　　　　　　　　　　　　　印



（様式第3号）


美しい森林づくり推進事業にかかる寄附金請求書


令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　様

静岡市葵区追手町９－６
公益社団法人静岡県林業会議所
代表理事会頭　　　　　　　　　印


美しい森林づくり推進事業への協力に関する寄附申出書（寄附協定書）に基づき、令和　　年度における寄附金を下記のとおり請求します。


記

１　納　付　金　額　　　金　　　　　　　　　円

２　納　付　時　期　　　令和　　年　　月　　日

３　振　　込　　先　　　
	金融機関名
	静岡銀行

	支店名
	支店

	預金種目
	普通

	口座番号
	

	フリガナ
	シャ）シズオカケンリンギョウカイギショ
ダイヒョウリジカイトウ　スギヤマヨシヒデ

	口座名義
	公益社団法人静岡県林業会議所
代表理事会頭　杉山嘉英





（様式第4号）




寄附金受領書



（住所）

（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　様


金　　　　　,　　　　円也

但し、当法人が実施する「美しい森林づくり推進事業」の実施にかかる寄附金として、上記のとおり正に領収いたしました。


令和　　年　　月　　日

[bookmark: _Hlk188365719]静岡市葵区追手町９－６
公益社団法人静岡県林業会議所
代表理事会頭　　　　　　　　　印



【当寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。】
「所得税法第七十八条」の寄附金控除（又は「租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項」に規定する要件を満たす法人に対する寄附金額控除）、又は「法人税法第三十七条第四項」の特別損金算入限度額の寄附金
として損金算入





（様式第5号）




美しい森林づくり推進事業実施報告書

令和　　年　　月　　日



　　　　　　　　　　　　　　　様


静岡市葵区追手町９－６
公益社団法人静岡県林業会議所
代表理事会頭　　　　　　　　　印


　令和　　年度において、美しい森林づくり推進事業にかかる寄附金にて下記のとおり事業を実施したので報告します。

記

	事業の概要
	

	事業費
	　　　　　　　　　　円

	支援金額
	　　　　　　　　　　円

	支援面積
	　　　　　　　　　　ha

	寄附金の状況
	令和 　年度
	期　　首
	　　　　　　　　　　円

	
	
	期中
	増加
	　　　　　　　　　　円

	
	
	
	減少
	　　　　　　　　　　円

	
	
	期　　末
	　　　　　　　　　　円（見込み）












